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会長 細川幸三 君 

 

皆さん今晩は！ 

 この土日、ある宅建協会の親睦旅行で伊勢神宮に行ってま

いりました。 

 伊勢神宮は昨年、式年遷 

宮を迎え神殿が新しくなって 

いました。 

 私は知りませんでしたが、 

式年遷宮は、原則として 20 

年ごとに、内宮（皇大神宮） 

・外宮（豊受大神宮）の二つ 

の正宮の正殿、14 の別宮の 

全ての社殿を造り替えて神座を遷します。 

 記録によれば式年遷宮は、飛鳥時代の天武（てんむ）天皇が

定め、持統（じとう）天皇の治世の 690 年に第 1 回が行われた。

その後、戦国時代の 120 年以上に及ぶ中断や幾度かの延期

などはあったものの、現在まで 1300 年以上にわたって行われ

ています。 

 日本の神社の最高峰とでも言いますか、すごい歴史を感じま

す。 そこで、以外に感じたことがありまして、なんと中国人観

光客の多い事！！ 

 中国はあれだけ日本の靖国神社を否定しておきながら、日

本人からすると同じ神道だと思える伊勢神宮に大挙して訪れる

とは・・・！ 意外な思いをしました。 

 伊勢神宮のすぐ横には、おかげ横丁と言う古い街並みを再

現した商店街がありまして、そこには日本一有名なお土産「赤

福もち」本店がありまして、そこでお茶と赤福もちのセット 

￥２８０円を食べて、夜は伊勢海老を嫌と言うほど頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  [江戸期おかげ横丁] 

 そのせいで、２月１日に和歌山で行われた会長会議に出席

できず、代りに小池エレクトに行ってきて頂きました。小池さん

御苦労様でした。 

 少し、時間があれば小池エレクトより会議の報告を頂ければ

と思いますので、後ほどよろしく御願いいたします。 

本日の告知は以上とさせて頂きます。 

 

 「土地家屋調査士とは」 

  稲 垣   崇 君 

１，不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に  

 関する調査及び測量をすること。 

 

 

 

 

 

 

 私たち土地 

 家屋調査士は、 

 不動産の物理的状況（土地にあっては 

 所在、地目、地積。建物にあっては所在、種類、構造、床面 

 積）を正確に登記記録に反映させるために、必要な調査及 

 び測量を行っています。具体的には、不動産（土地又は建 

 物） の物理的な状況を正確に把握するためにする調査、測 

 量の事を言い、例えば、土地の分筆登記であれば、登記所 

 に備え付けられた地図や地積測量図等の資料、現地の状況 

 や隣接所有者の立会い等を得て公法上の筆界を確認し、そ 

 の成果に基づき測量をすることになります。 

２，不動産の表示に関する登記の申請手続について代理する 

 こと。  

 不動産の表示に関する登記は、所有者にその申請義務が課 

本日のプログラム 
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幹 事 報 告 

 せられています。しかし、その手続きはとても複雑で一般の方 

 には理解しづらい事があります。 

  そこで、私たち土地家屋調査士は、依頼人の求めに応じて 

 不動産の表示に関する登記の申請手続を代理します。不動 

 産の物理的な状況を登記簿に反映するために、調査・測量 

 の結果を踏まえ、建物を新築した場合における建物の表示の 

 登記、土地の分筆の登記等の登記申請手続を行っていま 

 す。 

３，不動産の表示に関する登記に関する審査請求の手続につ  

 いて代理すること。 

  審査請求とは、不動産の表示に関する登記についての登  

 記官の処分が不当であるとする者が（地方）法務局長に対し 

 て行う不服申立てをいいます。 

４，筆界特定の手続について代理すること。  

   筆界特定の手続※１とは、土地の所有者の申請により、登 

 記官が、外部の専門家の意見を踏まえて筆界を特定する制

度における手続をいう。  

※１筆界特定の手続とは、土地の一筆ごとの境界（筆界）を決 

 定するための行政制度のことである。筆界特定登記官が土地 

 の所有権の登記名義人等の申請により、申請人・関係人等 

 に意見及び資料を提出する機会を与えた上、外部専門家で 

 ある「筆界調査委員」の意見を踏まえ、筆界の現地における 

 位置を特定する不動産登記法上の制度である。 

  私たち土地家屋調査士は、筆界の専門家として「筆界調査 

 委員」を多数輩出しています。 

５，土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事に関する  

 紛争に係る民間紛争解決手続について代理すること 

  この業務については、民間紛争解決手続代理関係業務を  

 行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した土地家 

 屋調査士（ＡＤＲ認定土地家屋調査士）に限り、弁護士との共 

 同受任を条件として、行うことができる。（土地家屋調査士会 

 が運営する境界問題相談センター（ＡＤＲセンター）は全都道  

 府県 50 か所に設置されています。） 

※1.～5. の事務に関して、相談に応じること等も、業務に含ま 

 れます。 

 

 

             幹事 稲垣 崇 君 

 

○本日例会終了後、理事会を開きますので理事、役員の方は 

 宜しくお願いします。 

 

 

             SAA  森 裕之 君 

 

◇細川幸三 君（過分に） 小池さん、会長会議出席ありがとう

ございました。 

         稲垣幹事、本日の卓話ヨロシクお願いします。 

◇雑賀鈴夫 君 欠席すみませんでした。石垣島・竹富島・小

浜島・西表島に行ってきました。水牛車に乗って

きました。 

◇栗林久一 君 稲垣崇君本日の卓話よろしくお願いします。 

 

 

  出席委員会 雑賀鈴夫 君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このところ、大変寒゛～ぃ日がありますが、体調管理には 

十分にご配慮下さい。 

 

 

 

 

 
出 席 報 告 

次回例会のご案内 
★2/19 例会は 

 御坊東ロータリークラブ賞 

 授与例会です。 

   例会集合時間は 

    pm5:00-です。 


